
地域が空間を共有財化する

株式会社

岩手県大船渡市大船渡地区



土地区画整理事業範囲（浸水範囲）
津波復興拠点事業範囲（災害危険区域）

大船渡のまちの文化を100年後まで継承すること









・復興計画の策定
・ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ等による検討
・ＡＭＰの決定
・基本計画等の策定

・市の復興を先導する拠点
・先行整備

【担い手の把握】
・予定借地人の決定

・ＪＲ線から山側は、良好な住環境

・ＪＲ線から海側は、気仙地域の
　中心地として魅力ある広域商業
　業務の拠点
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・まちづくり協議会による検討

・タウンマネージャーの決定
・まちづくり会社の設立

・具体的な取り組み
　の検討

・エリアマネジメントの本格実施
　※以下①～④は H28.1.6 協議会資料より

H23 ～ H25
基礎的検討段階

H26 ～ H30
実施準備段階

H31 ～
本格実施段階

Step change 段階的変化

まちづくり会社は、場づくり・機会創出等を

各街区の借地人は、事業を通じた地区の価値向上を

商工会議所は、事業者のサポートを

市は、仕組みやルールづくりによるエリアマネジメント
支援と、行政施設の運営を通じたにぎわい創出を

【担い手の把握】
・具体的な関与を通じて把握

住民 事業者 団体




